
特定古物商等に係る事務の取扱いに関する訓令

〔最終改正 令和７．12．12 京都府警察本部訓令第29号〕
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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号。以下「法

」という。）、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成20年政令第20号）及び犯

罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第１号。以下「府令」という。）に基づ

く古物営業法（昭和24年法律第 108号）第２条第１項の古物である貴金属等の売買の業務を行

う古物商及び質屋営業法（昭和25年法律第 158号）第19条第１項の流質物である貴金属等の売

却の業務を行う質屋（以下「特定古物商等」という。）に係る事務の取扱いに関し、必要な事

項を定めるものとする。

第２章 疑わしい取引の届出の受理手続

（疑わしい取引の届出の受理）

第２条 警察署長（以下「署長」という。）は、文書により法第８条第１項に規定する疑わしい

取引の届出を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 届出者は、特定古物商等又はその従業員であるか。

(2) 届出に係る文書は、法及び府令で定められた手続により行われたものであるか。

(3) 届出書は、所定の事項を具備しているか。

２ 署長は、府令第25条第２項に規定する電磁的記録媒体（以下「記録媒体」という。）により

前項の届出を受けた場合は、同項第１号の事項を確認するとともに、直ちに当該記録媒体につ

いてウイルス検索を実施し、ウイルスに感染していないことを確認しなければならない。

３ 署長は、郵送により届出書又は記録媒体の提出があった場合は、第１項又は第２項に準じて

確認し、受理しなければならない。

４ 署長は、第１項、第２項及び第３項の届出を受理したときは、直ちに届出を受理したことを

生活安全企画課長に連絡し、届出番号の通知を受け、届出書及び疑わしい取引の届出受理簿（

別記様式第１。以下「届出受理簿」という。）に必要事項を記載した後、速やかに当該届出書

又は記録媒体を生活安全企画課長に送付しなければならない。この場合において、署長は、当

該届出書の写しを作成し、届出受理簿とともに保管しなければならない。

５ 生活安全企画課長は、署長から前項の連絡を受けたときは、疑わしい取引の届出管理簿（別

記様式第２。以下「届出管理簿」という。）に必要事項を記載し、届出番号を署長に通知しな

ければならない。



６ 電子情報処理組織による届出が行われた場合は、届出者が登録を行った電磁的記録を紙で出

力することとし、当該出力用紙を届出書とみなすものとする。

（届出受領書の交付）

第３条 署長は、前条第１項又は第２項の届出を受理した場合において、当該届出者から届出を

証する書面の交付を求められたときは、速やかに届出受領書（別記様式第３）を作成し、交付

しなければならない。この場合において、署長は、当該届出受領書の写しを作成し、届出受理

簿とともに保管するものとする。

（国家公安委員会への通知）

第４条 生活安全企画課長は、署長から第２条第４項の送付を受けたときは、届出管理簿に所定

の事項を記載した上で、速やかに届出書又は記録媒体を国家公安委員会に送付（警察庁生活安

全局生活安全企画課長（以下「警察庁生企課長」という。）経由）しなければならない。この

場合において、生活安全企画課長は、当該届出書の写し又は記録媒体に記録されている届出事

項を印字したもの（電磁的記録媒体提出票（府令別記様式第４号）の写しを含む。）を作成し

、届出管理簿とともに保管するものとする。

（総務省電子政府総合窓口を利用した届出情報の送付）

第５条 生活安全企画課長は、警察庁生企課長から総務省電子政府総合窓口を利用した届出情報

の概要の通知書の送付を受けたときは、届出管理簿に所定の事項を記載するとともに、当該通

知書の写しを当該届出情報に係る特定古物商等の営業所を管轄する署長に送付しなければなら

ない。

２ 署長は、生活安全企画課長から前項の送付を受けたときは、届出受理簿に所定の事項を記載

するとともに、当該通知書の写しを保管しなければならない。

第３章 特定古物商等に対する報告又は資料提出の要求及び立入検査

（報告又は資料の提出）

第６条 生活安全企画課長又は署長（以下「生活安全企画課長等」という。）は、法第15条の規

定による報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料の提出要求書（別記様式第４）によ

り行わなければならない。

（立入検査を行う者の指定）

第７条 生活安全企画課長等は、所属警察職員の中から法第16条第１項の規定による立入検査を

行う者（以下「指定職員」という。）を指定しておかなければならない。

（身分証明書の交付）

第８条 生活安全企画課長は、前条の指定をしたときは、身分証明書（府令別記様式第５号）を

作成し、指定職員に当該身分証明書を交付しなければならない。

第９条 削除

（立入検査の実施）

第10条 立入検査は、法の施行のために必要があると認められる場合に実施するものとする。

２ 指定職員は、立入検査を実施したときは、速やかに、その結果を所属長に報告しなければな

らない。

第４章 勧告及び是正命令の手続等

（勧告の実施）

第11条 生活安全企画課長等は、法第17条の規定による勧告を行うときは、勧告書（別記様式第



８）により行わなければならない。

（是正命令の上申）

第12条 署長は、法第18条の規定による是正命令を行う必要があると認めるときは、是正命令上

申書（別記様式第９）により、是正命令を必要とする疎明資料を添えて、警察本部長に上申（

生活安全企画課長経由）しなければならない。

（処分通知）

第13条 生活安全企画課長は、前条の是正命令の決定をしたときは、是正命令書（特定古物商等

に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条に規定する是正命令の手続に関する規

則（平成20年京都府公安委員会規則第５号）別記様式）を作成し、被処分者の営業所を管轄す

る署長に送付しなければならない。

（是正命令書の交付）

第14条 署長は、前条の是正命令書の送付を受けたときは、届出受理簿に命令内容等を朱書する

とともに、速やかに、被処分者に是正命令の決定があったことを通知して、是正命令書を交付

しなければならない。この場合において、署長は、被処分者から是正命令受領書（別記様式第

10）を徴しなければならない。

附 則

この訓令は、平成20年７月15日から施行する。



別記

様式第１（第２条関係）

疑 わ し い 取 引 の 届 出 受 理 簿
警察署

届 出 特 定 古 物 商 の 氏 名 及 び 住 所 本 部
番号 受 理 年 月 日 届 出 番 号 届出の種別 届出の方法 備 考

（法人の場合は、名称、代表者氏名、所在地） 送付月日

・文 書 ・ 持 込
年 月 日 － 月 日

・記録媒体 ・ 郵 送

・文 書 ・ 持 込
年 月 日 － 月 日

・記録媒体 ・ 郵 送

・文 書 ・ 持 込
年 月 日 － 月 日

・記録媒体 ・ 郵 送

・文 書 ・ 持 込
年 月 日 － 月 日

・記録媒体 ・ 郵 送

・文 書 ・ 持 込
年 月 日 － 月 日

・記録媒体 ・ 郵 送

・文 書 ・ 持 込
年 月 日 － 月 日

・記録媒体 ・ 郵 送

備考 １ 「届出の種別」欄は、当該届出が府令第25条第１項の届出書の場合は「文書」を、府令第25条第２項の電磁的記録媒体の場合は「記

録媒体」を○印で囲むこと。

２ 「届出の方法」欄は、当該届出に係る文書又は記録媒体が営業所を管轄する警察署に持ち込まれた場合は「持込」を、郵送されてき

た場合は「郵送」を○印で囲むこと。

３ 「本部送付月日」欄は、当該届出に係る文書又は記録媒体を本部生活安全企画課に送付した月日を記載すること。



様式第２（第２条関係）

疑 わ し い 取 引 の 届 出 管 理 簿
生活安全企画課

整理 受 理 年 月 日 届 出 特 定 古 物 商 の 氏 名 及 び 住 所 警 察 庁
届 出 番 号 届出の種別 届出の方法 備 考

番号 （受理警察署） （法人の場合は、名称、代表者氏名、所在地） 送付月日

年 月 日 ・文 書 ・ 持 込

－ ・記録媒体 ・ 郵 送 月 日
（ ） ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ 電子申請

年 月 日 ・文 書 ・ 持 込

－ ・記録媒体 ・ 郵 送 月 日
（ ） ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ 電子申請

年 月 日 ・文 書 ・ 持 込

－ ・記録媒体 ・ 郵 送 月 日
（ ） ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ 電子申請

年 月 日 ・文 書 ・ 持 込

－ ・記録媒体 ・ 郵 送 月 日
（ ） ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ 電子申請

年 月 日 ・文 書 ・ 持 込

－ ・記録媒体 ・ 郵 送 月 日
（ ） ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ 電子申請

年 月 日 ・文 書 ・ 持 込

－ ・記録媒体 ・ 郵 送 月 日
（ ） ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ 電子申請

備考 １ インターネットを利用して総務省電子政府総合窓口に届け出され、警察庁から当該届出情報の概要の送付を受けた場合は、「届出の種

別」欄の「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ」及び「届出の方法」欄の「電子申請」を○印で囲むとともに、「備考」欄に当該通知書の到達日を記載すること。

２ 「警察庁送付月日」欄には、当該届出に係る文書又は記録媒体を警察庁生活安全部生活安全企画課に送付した年月日を記載すること。



様式第３（第３条関係）

殿 第 号

年 月 日

京 都 府 公 安 委 員 会 印

届 出 受 領 書

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第８条第１項の規定に

よる疑わしい取引の届出を受領いたしました。

１ 受領月日

２ 受領方法

・ 文書 ・ 電磁的記録媒体

３ 受領取扱者

所属

官職・氏名 印



様式第４（第６条関係）

殿 第 号

年 月 日

京都府公安委員会 印

報 告 ・ 資 料 の 提 出 要 求 書

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第15条の規定により、

下記のとおり報告（資料の提出）を要求します。

記

報 告 事 項 又 は

提 出 資 料

報 告 又 は 資 料

の 提 出 期 限

報告又は提出先



様式第５から様式第７まで 削除



様式第８（第11条関係）

殿 第 号

年 月 日

京都府公安委員会 印

勧 告 書

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第17条の規定によ

り、下記のとおり勧告する。

記

１ 勧告事項

２ 勧告の理由



様式第９（第12条関係） （表）

年 月末日廃棄

京都府警察本部長 殿 第 号

（生活安全企画課長） 年 月 日

京都府 警察署長 印

是 正 命 令 上 申 書

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第18条の規定による是正命

令を行う必要があるので上申します。

営 業 者 の 氏 名

法 人の 場合は 名称

及 び代 表者氏 名等
年 月 日（ 歳）

営 業 者 の 住 所

（法人場合は所在地）

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

電話 局 番

古物営業許可年月日 年 月 日

古物営業許可証番号 第 号



(裏)

是 正 命 令 を 必 要 と

す る 具 体 的 な 理 由

適 用 法 条

証 拠 資 料
□ 有 （別添資料のとおり）

□ 無

参 考 事 項

（上申上の意見等）



様式第10（第14条関係）

是 正 命 令 受 領 書

年 月 日付け京都府公安員会達第 号の是正命令書を

確かに受け取りました。

年 月 日

京都府公安委員会 殿

受取人住所

氏名


